
 

 

 

 

 

 

Ⅱ 小・中学校における生活習慣病予防対策指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【児童生徒の生活習慣病予防対策指針】   

                        群馬県教育委員会健康体育課 

 

｢健康的な生活習慣の定着｣をめざして学校の取組を充実させる。 

  生活習慣病予防には､バランスのとれた食事、適度な運動、休養・睡眠等､健康的な生活 

習慣を身につけることにより、肥満にならないようにすることが大切です。そのためには、 

学校・家庭・関係機関が一体となった取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運動機会の確保           

    ○始業前、業間、昼休み、徒歩通学等 

運動時間の確保 （1日 60分） 

２ 体力向上プランに基づく体力向上 

○体力向上プランを活用した組織的取組 

３ 体育授業の充実 

４ 部活動への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生活習慣病の予防について理解 

２ 生活習慣をチェック 

 ○規則正しい生活リズムへ 

３ 自分の身長、体重、肥満度を理解 

○成長曲線・肥満度判定曲線の活用 

 ○体重測定の習慣化 

１ 保健・食育・体力向上等、健康に関する指導計画(学校保健計画・食に関する

指導計画、体力向上プラン)の策定・実施（組織的、意図的、計画的） 

２ 集団指導・個別指導の充実 (学級活動や学校行事等の活用） 

 

１ 給食指導の充実 

 ○望ましい食べ方 

 ・よい姿勢で食べる ・よくかんで食べる 

・主食とおかずを交互に食べる 

２ 食に関する指導の充実 

３ 生活習慣病予防を意識した献立作成    

保健教育の充実 体を使った遊び・運動 

 

 

健康的な

生活習慣

の定着 

給食・食に関する指導 
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連携協力 
学級担任 

健康増進関係の

関係機関（例：市町

村関係部局、大学等） 

医療機関 

群馬県の児童生徒の実態 

  

 

 

 

 

 

 
［平成 28年度学校保健統計調査結果より（文科省）］％ 

小学校 5年生の肥満児童に見られる傾向 

○「朝食を 1週間に４～５日食べない日

がある」と回答した児童の 20％が肥満 

○「夕食を一人で食べる」と回答した児童

の 24％が肥満 

○「寝る時間は 0時台」と回答した児童

の 29％が肥満  

○「体育の授業以外で運動はしていない」

と回答した児童の 20％が肥満 

○「食事はゆっくりよくかんで食べるか→

「いいえ」と回答した児童の１７％が肥

満 

【群馬県児童生徒の食生活実態調査より】 

学校の体制 

連携協力 

児童・生徒 

保護者 

 

保護者 

連携協力 
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

学校・家庭・関係機関が連携した取組を充実させ、 

      子どもたちの将来の健康につなげていきましょう。 

連携協力 学校医 

学校歯科医 

学校薬剤師 

学級担任 

養護教諭 
栄養教諭 

学校栄養職員 

体育主任等 

管理職 
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１ はじめに 

生活習慣病予防には､バランスのとれた食事、適度な運動、休養・睡眠等、望ましい生活習慣を身

につけることにより、肥満にならないようにすることが大切です。そのためには、肥満区分の各段

階に応じて学校・家庭・関係機関が一体となった取組が必要です。 
実施後は、取組の評価を行い、取組の改善向上に努めます（表１参照）。 
 
評価の観点 
・児童生徒の評価（肥満度や体力の変化等） 
・指導内容の評価（対象者の満足度や意識の変化、生活習慣の改善度等） 
・その他の評価（プロセス評価等） 
表１ 【評 価】 

 
 

２ 全ての児童生徒と家庭への健康教育・啓発 

 全ての児童生徒とその家族を対象に、望ましい生活習慣や生活習慣病に関する情報を提供し、家

族全員で生活習慣病の予防（肥満の予防）に取り組めるよう働きかけることをねらいとします。 
方法としては、保健・食育・体力向上等、健康に関する指導計画を策定し、意図的・計画的な取 

組を進めます。学校の体制を整え、関係機関と連携することで組織的な取組を充実させることが大

切です。そして、体育（保健体育）や特別活動をはじめ教育活動全体を通じて、児童生徒の発達段

階に合った指導を行います。家庭との連携を図るために、保健だよりや給食だより等による啓発資

料を活用したり、学校保健委員会やＰＴＡ研修会等の機会を活用したりしましょう。   
 
 
３ 保健指導対象の児童生徒とその保護者への保健指導 

 健康診断の結果から保健指導対象となる児童生徒とその保護者が、健康状態を把握し、生活習慣 
を振り返り生活習慣の改善等に取り組めるよう働きかけます。 
 方法としては、保健指導対象となる児童生徒とその保護者に、保健指導の必要性や有効性をしっ 
かり伝えたうえで、保健指導の希望確認をします。資料の【肥満傾向児個別指導計画（例）】を参考 
に、個別指導の取組を充実させます。状況に応じて集団指導の実施を検討します（プライバシーや 
コンプレックスなどへの配慮ができれば学校内で実施）。 

児童生徒の評価 指導内容の評価 プロセス評価 

・肥満度の変化 

・体力の変化 

 

・生活習慣の変化 

睡眠・朝食摂取（全国学力学習状況調査） 

運動時間（全国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

・健康教育・啓発の実施率 

・個別指導の実施率 
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【肥満傾向児個別指導計画（例）】

 

月 学校行事 活動の流れ 担 当 

４ 

 

健康診断 

 

○身長・体重測定による肥満度の算出 

○内科検診による栄養状態の診断 

○健康診断結果を通知し、個別指導の希望を調査 

元気すくすく健康相談の通知と日程調整［資料１］ 

○肥満児童に関するデータの教職員への周知 

養護教諭 

５ 

６ 

７  

 

 

 

夏季休業前 

○元気すくすく健康相談の実施 

 ＊生活習慣を振り返り、生活習慣改善の目標を立てる。            

［資料２］［資料３］ 

＊体重測定表の活用依頼（様式３を参考に各校で作成） 

 ＊個別指導計画を立案し指導。 

 ＊相談内容は、担任等と共通理解を図る。 

養護教諭 

栄養教諭・ 

学校栄養職員 

□グループ指導（生活習慣） 

□夏休みの食生活に関するおたよりの配布 

養護教諭 

栄養教諭・ 

学校栄養職員 

                      夏季休業 

９ 発育測定 ○体重測定表の回収と個別指導 

○発育測定による肥満度の算出 

養護教諭 

 

１１  ○元気すくすく健康相談の通知と日程調整 養護教諭 

１２ 個別懇談 

 

 

冬季休業前 

○元気すくすく健康相談の実施 

 ＊生活習慣を振り返り、生活習慣改善の目標を立てる。            

［資料２］［資料３］ 

＊体重測定表の活用依頼（様式３を参考に各校で作成） 

＊相談内容は、担任等と共通理解を図る。 

□冬休みの食生活に関するおたよりの配布 

□グループ指導（おやつ） 

養護教諭 

栄養教諭・ 

学校栄養職員 

 冬季休業 

１ 発育測定 ○体重測定表の回収と個別指導 

○発育測定による肥満度の算出 

 

養護教諭 

 

２  ○肥満児童に関するデータの教職員への周知 養護教諭 

 

３  ○評価 
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